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平成28年2月24日（水）
13：30～16：30 （受付開始 13：15より）

アクトシティ浜松 コングレスセンター 52会議室
浜松市中区板屋町111-1 TEL：053-451-1111

無料 （事前予約が必要です。）
事業オーナー・後継者に限定
（保険関係の方はご遠慮ください）
30名様 【事前登録制】
《先着順とさせていただきます》
㈱東京商工リサーチ　浜松支店
〒430-0946  浜松市中区元城町216-11
TEL:053-454-3376   FAX:053-454-3364

下記の申し込み用紙にご記入の上FAXにてお申し込みください。また電子メールでのお申し込みも受け付けております。折り返し参加証をFAXにてお送り致します。

□一切のFAX案内は不要です FAXが不要な方はお手数ですが、不要欄にチェックを入れてそのままFAXをご返送ください。

【お申し込み】 FAX：053-454-3364　E-mail：hamamatsu@tsr-net.co.jp
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〈個人情報の取り扱いについて〉
お問合せ先

お客様から任意でご記入いただきました個人情報を、当セミナーの円滑な運営及び弊社から
の製品・サービス等に関する情報の提供と営業活動に必要な範囲にて利用させて頂きます。個人情報のご記入がない場合には、セミナーへのご参
加や各種情報の提供が出来ない場合がありますのでご了承願います。弊社は、個人情報を適切な安全対策の元に管理し漏洩の防止に努めます。

東京商工リサーチ　浜松支店
TEL:053-454-3376　FAX:053-454-3364
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【第一部】【第一部】

　ここ数年の中小企業白書によれば、親族に事業を引き継ぐ際に問題
になる項目として、「相続税、贈与税の負担」と約4割の事業者が回
答しています。また、親族以外に事業を引き継ぐ場合は、第1位；借
入金の個人保証、第2位；後継者による自社株の買い取り、第3位；
後継者による事業用資産の買い取り、となり資産の承継が、事業承継
の大きな問題であることが改めて示されております。
　一方、平成28年度税制改正の2大トピックスである、法人税減税と
消費税増税は、与党大綱にも最重要課題として明確に示されている

「社会保障と税の一体改革」をベースに進んでいます。
　企業オーナーの皆様にとっては、この二つは密接に関連し、これら
の方向を踏まえた上での相続・事業承継対策が必要になっている事と
推察いたします。今後の対策コストは、どの税金を選択するか、その
原資をどう準備するか、近年、大きな問題となっている資産分割にど
う備えるか。さらに社会保障改革を踏まえて、企業・個人はどう対応
するか。それぞれの分野の専門家が、今後を見据えての対策をご提案
いたします。

・法人税課税改革の基本的考え方
・個人所得課税・資産課税改革の主な特徴

第一部担当 【公認会計士・税理士　鈴木里美 氏】
鷹匠税理士法人 代表社員
日本アイビーエム㈱、会計事務所勤務後、鷹匠税理士法人設立

平成28年度税制改正 ポイント解説平成28年度税制改正 ポイント解説

【第二部】【第二部】
・個人にとっては最強の積立て商品
・企業にとっては経費削減対策のひとつ

第二部担当【公認会計士・税理士　堀口晃平 氏】
鷹匠㈱　常務取締役、鷹匠税理士法人　代表社員
有限責任監査法人トーマツ勤務後、独立系資産運用会社勤務　審査業務等
に従事。海外留学後、鷹匠株式会社及び鷹匠税理士法人を設立。

企業・個人にともにメリットのある 確定拠出年金企業・個人にともにメリットのある 確定拠出年金

【第三部】【第三部】
・事業承継の事例紹介
・相続税・贈与税など事業承継税制の概要
第三部担当【公認会計士・税理士　浦田潤一 氏】
鷹匠㈱　代表取締役、浦田公認会計士事務所長　有限責任監査法人トーマツ勤務後、浦田公認会計
士事務所開業、事業承継やM＆A等の企業経営に関するコンサルティングを行う鷹匠株式会社を設
立。ときわ監査法人代表社員、㈱日本平ゴルフ場取締役、（一社）静岡県ゴルフ場協会監事など兼務。

第四部担当【1級FP技能士　久保田美弘 氏】
13年間の外資系金融機関勤務後、企業オーナーの様々な問題を解決するためにAngel 
Partners 株式会社を設立。世界中の卓越した生命保険・金融プロフェッショナルの組
織“MDRT（世界百万ドル円卓会議）”に18年間在籍する2015年度成績資格終身会員。

オーナー・後継者のための相続・事業承継対策オーナー・後継者のための相続・事業承継対策

【第四部】【第四部】
・借入金問題の解決策
・自社株買い取りって、そもそも後継者じゃなきゃダメなの?
・分割、納税、節税対策に有効な保険活用術
・目からウロコの保険活用術

目からウロコの保険活用術目からウロコの保険活用術

企業オーナーのための 平成28年度 税制改正を踏まえた
“相続・事業承継対策セミナー”

企業オーナーのための 平成28年度 税制改正を踏まえた
“相続・事業承継対策セミナー”
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